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学校教育活動再開について 
 
本校では地域での感染状況を見定めながら、県からの通知を受けて、本格的な教育活動の

再開に向けた準備を進めてきました。 
つきましては、6月 8日（月）から、十分な警戒を緩めることなく可能な限り感染症対策

を徹底したうえで、段階的に通常教育活動を再開します。再開にあたっては、先日文部科学
省から出されました、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア
ル「学校の新しい生活様式」や県からの通知などを踏まえ、可能な限り感染拡大のリスクを
低減させながら教育活動にあたるよう努力します。本格的な教育活動再開にあたっては、ご
家庭の御理解や御協力をいただくことも多いと存じますがよろしくお願いします。 
また、状況は刻々と変化しているところであり、今後の感染の拡大等により、新たな留意

事項を提供したり、本通知に示す対応を変更したりすることがあり得ることを申し添えま
す。 
 
 

Ⅰ 学校再開について 
（１） 全学年一斉登校開始  6月 8日（月）～6月 12日（金） 
○日 程 

6月 8日（月）・6月 9日（火） 
・5分短縮授業×6校時まで 
・放課後 30分程度の部活動（完全下校 15:30） 

6月 10日（水）～6月 12日（金） 
・5分短縮×7校時 
・放課後 30分程度の部活動（完全下校 18:00） 

 
○内 容：①全学年とも、平常時間割の通り、午前 8時 30分から各教室で SHRを行い

健康観察を行った上で、8時 45分授業開始。 
       ②昼食を持参。（学生ホールコンビニ販売はありません） 

③部活動など、放課後の活動を段階的に開始します。 
 
 

（２） 通常授業開始  6月 15日（月） ～ 
○内 容：①通常授業（短縮なし） 

※なお、6月第 2週の状況によっては、5分短縮授業の延期、分散・時差
登校を実施することもあります。この場合には、改めてお知らせします。 

    ②最終下校時間 19時 
 
 

（３） 第 1回定期試験時間割発表 6月 23日（火）～6月 29日（月） 
       ①通常授業 

②部活動は原則禁止（30分程度の自主トレーニングのみ可） 
 

Ⅱ 注意事項 
① 登下校する際も含めたマスクの着用、帰宅後のうがい・手洗い、友人等との集団行



動や寄り道をしないなど、感染予防に努めるようご家庭でも御指導をお願いします。 
② 登校前に検温し、発熱など体調不良の場合には、登校を見合わせてください。 
③ 体調不良以外でも登下校や健康面での不安などに登校することができないなど、ご

事情がある場合には、遠慮なく担任までご連絡ください。別途、対応いたします。 
④ 感染の状況は予断を許さないところであり、新たな留意事項を提供したり、本通知

に示す対応を変更したりすることがあり得えますので、当面の間、ホームページや
Classiをこまめに確認するようお願いします。 

 
 
Ⅲ 今後の当面の行事予定について 

第 1回定期試験 …… 6月 30日（火） ～ 7月 3日（金） 
 
蒼風祭     …… ７月 17日（金） 一般公開なし 
 
三者懇談    …… 7月 27日（月） ～ 7月 31日（金）の午後 
 
夏期休業    …… 8月 3日（月） ～ 8月 17日（月） 

 
強歩大会    …… 実施の可否を含めて、7月下旬までにお知らせしたいと考えて 

います。 
 

第 2回定期試験 …… ９月下旬 
※9月末までに、臨時休業に伴う授業進度を調整し、10月以 
降は、概ね年間計画通りに進めたいと考えております。 
 

  修学旅行    …… 現地の情勢など様々な情報を収集し、検討を重ねております。 
 
※ あくまでも現時点での予定であり、今後の感染の拡大や県の指示等により変更す

ることがあり得ることを申し添えます。 
 
 

Ⅳ 新しい生活様式を踏まえた家庭での取組（文部科学省） 
 文部科学省より発出されました、「新型コロナウイルス感染症対策～新しい生活様式
を踏まえた家庭での取組」を参考資料として添付いたします。 
学校での新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、何よりも外からウイルス

を持ち込まないことが重要であり、学校と家庭の連携が必要です。ご家庭におかれまし
ても御協力をお願いいたします。 



 

保護者の皆様へ 

新型コロナウイルス感染症対策 
～「新しい生活様式」を踏まえた家庭での取組～ 

 

参考 

 
新型コロナウイルス感染症から子供たちを守り、お子様が安心・安全な学校生活を送ることが出来る
よう、ご家庭においても「新しい生活様式」を踏まえた取組にご協力をお願いします。 
 
１ 毎日の健康観察 
   ・毎日、登校前にお子様の健康観察（発熱や風邪症状の有無の確認）を必ず行う。 
  ・発熱等の症状がある場合は、自宅で休養させる。 

・感染がまん延している地域は、学校からの依頼に基づき、同居のご家族に発熱等の風邪症状 
がみられる場合には、登校を控える。 

 
２ 手洗いの励行 
  ・家に帰ったらまず手や顔を洗う。 
 ・手洗いは３０秒程度かけて水と    

石けんで丁寧に洗う。 
（手指消毒薬の使用も可） 

 
３ 咳エチケットの徹底 

・咳、くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内
側などを使って、口や鼻をおさえる。 

   
４ ３密の回避（密閉、密集、密接） 
  人と集まる時や外出する際は、次のことに気を付けてください。 
 〇「密閉」の回避 
  ・こまめな換気 
   気候上可能な限り常時行い、困難な場合はこまめに（３０分に１回以上、数分程度、窓を全開

する）、２方向の窓を同時に開けて行う。 
 
〇 [密集]の回避 
  ・身体的距離の確保 

 飛沫感染を防ぐため、できるだけ人と人との距離を確保すること。 
 

 〇「密接」の回避 
 ・マスクの着用 

 外出する時は、できるだけマスクを着用す
る。ただし、気温や湿度が高く、気分が悪い場
合や、熱中症になりそうな場合には、マスクを外す。 

室内でも家族以外の人と交流する際はマスクを着用する。 
 
 
５ 抵抗力を高める 

免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がける。 
 

★ 学校生活の中でいかに感染防止を徹底しても、仲の良い友人同士の家庭間の行き来や家族ぐるみ
の交流を通じて感染が拡大してしまうと、学校全体の教育活動が出来なくなってしまうことがあり
ます。特に会食の際には、対面を避けるなど、「新しい生活様式」を参考にして工夫していただき、
感染が広がらないようにご配慮をお願いします。 
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